
  

第５章 大阪地域公害防止対策事業計画 

 

 

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年法律第

７０号。以下「公害財特法」という。）第２条の２第１項に基づき、大阪地域公害防止計画

において、地方公共団体が大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、

高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、

松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大

阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、忠岡町において実施する同項の規定する事業に関

する大阪地域公害防止対策事業計画を以下のとおり定める。 

なお、以下に定める事業は、大阪地域公害防止計画における主要課題に係る環境基準等

の達成又は人の健康若しくは生活環境に係る被害の防止に資するものとして位置づけるも

のである。 

 

１ 下水道の設置又は改築の事業 

（１）流域下水道における終末処理場の設置及び改築 

   別表第一に掲げる事業とする。 

（２）公共下水道における終末処理場の設置及び改築 

   別表第二に掲げる事業とする。 

（３）流域下水道の設置及び改築 

   別表第三に掲げる事業とする。 

（４）公共下水道の設置及び改築 

   別表第四に掲げる事業とする。 

 

２ しゅんせつ、導水等の事業 

   別表第五に掲げる事業とする。 
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別表第一 

事 業 公害財特法

における根

拠条項等 

実施 

主体 

事業の実施場所 事業の 

実施期間 

該当する

主要課題 

該当する主要課題との関係 

（１）猪名川流域下

水道における終末

処理場の設置及び

改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 豊中市 

（原田処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２）安威川流域下

水道における終末

処理場の設置及び

改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 茨木市 

（中央水みらいセ

ンター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（３）淀川右岸流域

下水道における終

末処理場の設置及

び改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 高槻市 

（高槻水みらいセ

ンター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（４）淀川左岸流域

下水道における終

末処理場の設置及

び改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 枚方市 

（渚水みらいセン

ター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（５）寝屋川流域下

水道における終末

処理場の設置及び

改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 八尾市、東大阪市、

四條畷市 

（鴻池水みらいセ

ンター、なわて水

みらいセンター、

川俣水みらいセン

ター、竜華水みら

いセンター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（６）大和川下流流

域下水道における

終末処理場の設置

及び改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 松原市、藤井寺市、

大阪狭山市 

（今池水みらいセ

ンター、大井水み

らいセンター、狭

山水みらいセンタ

ー） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（７）南大阪湾岸流

域下水道における

終末処理場の設置

及び改築 

公害財特法第

２条第３項第

１号ハ 

大阪府 貝塚市、忠岡町 

（北部水みらいセ

ンター、中部水み

らいセンター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する終末処理場の設置及び改築を行

うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素

及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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別表第二 

事 業 公害財特法

における根

拠条項等 

実施 

主体 

事業の実施場所 事業の 

実施期間 

該当する 

主要課題 

該当する主要課題との関係 

（１）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

岸 和 田

市 

岸和田市 

（磯ノ上処理場、牛滝

浄化センター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

豊中市 豊中市 

（庄内下水処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（３）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

池田市 池田市 

（池田市下水処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（４）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

吹田市 吹田市 

（川面下水処理場、南

吹田下水処理場、正雀

下水処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（５）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

泉 大 津

市 

泉大津市 

（汐見下水処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（６）公共下水道に

おける終末処理場の

改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

河 内 長

野市 

河内長野市 

（滝畑浄化センター） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の改築を行うことにより、

大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素及び全

燐の環境基準の達成に資する。 

（７）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

四 條 畷

市 

四條畷市 

（田原処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（８）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

大阪市 大阪市 

（大野処理場、十八条

処理場、今福処理場、

中浜処理場、放出処理

場、平野処理場、住之

江処理場、千島処理場、

市岡処理場、此花処理

場、海老江処理場、津

守処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（９）公共下水道に

おける終末処理場の

設置及び改築 

公害財特法

第２条第３

項第１号ハ 

堺市 堺市 

（三宝下水処理場、石

津下水処理場、泉北下

水処理場） 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾に

おける大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量削減計画を踏

まえ、大阪湾流域別下水道整備総合計画に適

合する終末処理場の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全

窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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別表第三 

事 業 公害財特法にお

ける根拠条項等 

実施 

主体 

事業の 

実施場所 

事業の 

実施期間 

該当する

主要課題 

該当する主要課題との関係 

（１）猪名川流域下

水道の設置及び改築

（別表第一（１）に

該当するものを除

く。） 

 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法（昭

和３３年法律第

７９号）第２条

第４号に規定す

る流域下水 道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 豊中市、池田

市、箕面市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する豊中市、池田市及び箕面市の管

渠等の設置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質

汚濁に係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に

資する。 

（２）安威川流域下

水道の設置及び改築

（別表第一（２）に

該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 豊中市、吹田

市、高槻市、

茨木市、箕面

市、摂津市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する豊中市、吹田市、高槻市、茨木

市、箕面市及び摂津市の管渠等の設置及び改築を行う

ことにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素及

び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（３）淀川右岸流域

下水道の設置及び改

築（別表第一（３）

に該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 高槻市、茨木

市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する高槻市及び茨木市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（４）淀川左岸流域

下水道の設置及び改

築（別表第一（４）

に該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 枚方市、交野

市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する枚方市及び交野市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（５）寝屋川流域下

水道の設置及び改築

（別表第一（５）に

該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 大阪市、枚方

市、八尾市、

寝屋川市、大

東市、柏原市、

門真市、藤井

寺市、東大阪

市、四條畷市、

交野市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する大阪市、枚方市、八尾市、寝屋

川市、大東市、柏原市、門真市、藤井寺市、東大阪市、

四條畷市及び交野市の管渠等の設置及び改築を行うこ

とにより、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素及び

全燐の環境基準の達成に資する。 
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（６）大和川下流流

域下水道の設置及び

改築（別表第一（６）

に該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 大阪市、堺市、

八尾市、富田

林市、河内長

野市、松原市、

柏原市、羽曳

野市、藤井寺

市、大阪狭山

市 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する大阪市、堺市、八尾市、富田林

市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺

市及び大阪狭山市の管渠等の設置及び改築を行うこと

により、大阪湾の水質汚濁に係る COD、全窒素及び全

燐の環境基準の達成に資する。 

（７）南大阪湾岸流

域下水道の設置及び

改築（別表第一（７）

に該当するものを除

く。） 

・公害財特法第

２条の２第１項 

・下水道法第２

条第４号に規定

する流域下水道

（同号イに該当

するものに 限

る。）の設置及び

改築の事業 

大阪府 堺市、岸和田

市、泉大津市、

貝塚市、泉佐

野市、和泉市、

忠岡町 

平成 23 年

度から平

成 32年度 

大阪湾の

水質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における大

阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下水道整

備総合計画に適合する堺市、岸和田市、泉大津市、貝

塚市、泉佐野市、和泉市及び忠岡町の管渠等の設置及

び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る

COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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別表第四 

事 業 公害財特法に

おける根拠条

項等 

実施 

主体 

事業の 

実施場所 

事業の 

実施期間 

該当する 

主要課題 

該当する主要課題との関係 

（１）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（８）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

大阪市 大阪市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する大阪市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

 

（２）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（９）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

堺市 堺市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する堺市の管渠等の設置及

び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係る

COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

 

（３）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（１）に該当す

るものを除く。） 

公害財特法第

２条の２第１

項 

下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

岸和田市 岸和田市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する岸和田市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 
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（４）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（２）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

豊中市 豊中市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する豊中市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（５）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（３）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

池田市 池田市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する池田市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（６）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（４）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

吹田市 吹田市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する吹田市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（７）公共下水道の

設置及び改築（別表

第二（５）に該当す

るものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

泉大津市 泉大津市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する泉大津市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

 

（８）公共下水道の

設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

高槻市 高槻市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する高槻市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（９）公共下水道の

設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

貝塚市 貝塚市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する貝塚市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（１０）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

枚方市 枚方市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する枚方市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

 

（１１）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

茨木市 茨木市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する茨木市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（１２）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

八尾市 八尾市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する八尾市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（１３）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

泉佐野市 泉佐野市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する泉佐野市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（１４）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

富田林市 富田林市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する富田林市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（１５）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

寝屋川市 寝屋川市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する寝屋川市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 
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（１６）公共下水道

の設置及び改築（別

表第二（６）に該当

するものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

河内長野

市 

河内長野

市 

平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する河内長野市の管渠等の

設置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁

に係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（１７）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

松原市 松原市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する松原市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（１８）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

大東市 大東市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する大東市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（１９）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

和泉市 和泉市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する和泉市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２０）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

箕面市 箕面市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する箕面市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２１）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

柏原市 柏原市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する柏原市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（２２）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

羽曳野市 羽曳野市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する羽曳野市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（２３）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

門真市 門真市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する門真市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２４）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

摂津市 摂津市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する摂津市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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（２５）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

藤井寺市 藤井寺市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する藤井寺市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（２６）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

東大阪市 東大阪市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する東大阪市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（２７）公共下水道

の設置及び改築（別

表第二（７）に該当

するものを除く。） 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

四條畷市 四條畷市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する四條畷市の管渠等の設

置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に

係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 
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（２８）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

交野市 交野市 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する交野市の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 

（２９）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

大阪狭山

市 

大阪狭山

市 

平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する大阪狭山市の管渠等の

設置及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁

に係る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資す

る。 

（３０）公共下水道

の設置及び改築 

・公害財特法第

２条の２第１

項 

・下水道法第２

条第３号に規

定する公共下

水道の設置及

び改築の事業 

忠岡町 忠岡町 平成 23 年

度から平成

32年度 

大阪湾の水

質汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾における

大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

有量に係る総量削減計画を踏まえ、大阪湾流域別下

水道整備総合計画に適合する忠岡町の管渠等の設置

及び改築を行うことにより、大阪湾の水質汚濁に係

る COD、全窒素及び全燐の環境基準の達成に資する。 
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別表第五 

事 業 公害財特法

における根

拠条項等 

実施主体 事業の 

実施場所 

事業の 

実施期間 

該当する 

主要課題 

該当する主要課題との関係 

（１）大阪港に

おけるしゅんせ

つ及び覆土 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪市 大阪港 

（正蓮寺川、大

正 内 港 ( 福 町

堀)、木津川運河

及び河口付近、

木津川、旧住吉

川、尻無川、三

十間堀川の河川

港 湾重複７ 区

域） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

大阪湾の水質

汚濁 

大阪港（河川・港湾重複７区域）におけるダイオ

キシン類及びＰＣＢによる水底の底質の汚染に

ついて、汚泥等のしゅんせつ及び覆土を行い、ダ

イオキシン類及びＰＣＢによる水底の底質の汚

染に係る環境基準等の達成又は人の健康を保護

するとともに生活環境に係る被害の防止に資す

る。 

（２）寝屋川に

おけるしゅんせ

つ 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪府 大阪市、大東市、

東大阪市 

（ 寝屋川の う

ち、大阪市、大

東市及び東大阪

市の区域内に存

する部分） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

大阪湾の水質

汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾におけ

る大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びり

ん含有量に係る総量削減計画を踏まえ、河川にお

ける水質浄化対策として、寝屋川において汚泥等

のしゅんせつを行うことにより、大阪湾の水質汚

濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資する。 

（３）平野川に

おけるしゅんせ

つ 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪府 大阪市、八尾市、

柏原市 

（ 平野川の う

ち、大阪市、八

尾市及び柏原市

の区域内に存す

る部分） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

大阪湾の水質

汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾におけ

る大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びり

ん含有量に係る総量削減計画を踏まえ、河川にお

ける水質浄化対策として、平野川において汚泥等

のしゅんせつを行うことにより、大阪湾の水質汚

濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資する。 
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（４）恩智川に

おける導水 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪府 八尾市、柏原市 

（ 恩智川の う

ち、八尾市及び

柏原市の区域内

に存する部分） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

大阪湾の水質

汚濁 

大阪湾の汚濁負荷量の削減のため、大阪湾におけ

る大阪府の化学的酸素要求量、窒素含有量及びり

ん含有量に係る総量削減計画を踏まえ、河川にお

ける水質浄化対策として、恩智川において地下水

の導水や、淀川からの導水を行うことにより、大

阪湾の水質汚濁に係るＣＯＤの環境基準の達成

に資する。 

（５）道頓堀

川・東横堀川に

おけるしゅんせ

つ及び覆土 

 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪市 大阪市 

（道頓堀川、東

横堀川） 

平成 25年度か

ら平成 32年度 

河川の水質汚

濁 

道頓堀川、東横堀川におけるダイオキシン類によ

る水底の底質の汚染について、汚泥等のしゅんせ

つ及び覆土を行い、ダイオキシン類による水底の

底質に係る環境基準の達成又は人の健康若しく

は生活環境に係る被害の防止に資する。 

（６）古川にお

けるしゅんせつ

及び覆土 

 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪府 大阪市及び門真

市 

（古川のうち、

大阪市及び門真

市の区域内に存

する部分） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

河川の水質汚

濁 

古川におけるダイオキシン類による水底の底質

の汚染について、汚泥等のしゅんせつ及び覆土を

行い、ダイオキシン類による水底の底質に係る環

境基準の達成又は人の健康若しくは生活環境に

係る被害の防止に資する。 

（７）神崎川に

おけるしゅんせ

つ及び覆土 

 

公害財特法

第２条第３

項第２号 

大阪府 大阪市、豊中市

及び吹田市 

（ 神崎川の う

ち、大阪市、豊

中市及び吹田市

の区域内に存す

る部分） 

平成 23年度か

ら平成 32年度 

河川の水質汚

濁 

神崎川におけるダイオキシン類による水底の底

質の汚染について、汚泥等のしゅんせつ及び覆土

を行い、ダイオキシン類による水底の底質に係る

環境基準の達成又は人の健康若しくは生活環境

に係る被害の防止に資する。 
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